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田原市公共交通ガイドブック広告掲載要領 

 （目的） 

第１条 この要領は、田原市地域公共交通会議（以下「会議」という。）が発行する田

原市公共交通ガイドブック（以下「ガイドブック」という。）に民間企業等の広告を

掲載することについて必要な事項を定めることにより、民間企業等との協働を図る

とともに、会議の収入を確保し、もって安定的な公共交通の利用促進に寄与するこ

とを目的とする。 

 （広告の対象） 

第２条 ガイドブックに掲載する広告の対象は、田原市広告取扱要綱（以下「要綱」

という。）第８条に定めるところによるものとする。 

 （広告の掲載位置及び枠数） 

第３条 広告の掲載位置及び枠数は、田原市地域公共交通会議会長（以下「会長」と

いう。）が指定するものとする。 

 （広告の掲載単位） 

第４条 ガイドブックへの広告掲載は、１年を単位とする。 

 （広告の掲載規格） 

第５条 広告の掲載規格は、次のとおりとする。 

(1) 大きさ 縦３０mm×横６０mm（１枠分） 

(2) デザイン 田原市広告掲載基準（以下「掲載基準」という。）の例によるものと

し、かつ会議のイメージを損なわないもの 

(3) 配色 ４色（フルカラー） 

 （広告の募集） 

第６条 広告の募集は、田原市ＨＰ等で行うものとする。 

 （広告掲載の申込み） 

第７条 ガイドブックへの広告掲載を希望する者は、田原市公共交通ガイドブック広

告掲載申込書（様式第１号）に別に定める書類を添付して、会長に提出しなければ

ならない。 

 （広告掲載の決定等） 

第８条 会長は、前条の規定による申込みがあったときは、田原市コミュニティバス

の運行事業者の意見を求めた後、その内容を審査し、広告掲載の可否を田原市公共

交通ガイドブック広告掲載・不掲載決定通知書（様式第２号）により当該申込みを

した者に通知するものとする。この場合において、広告掲載を希望する者の数が募

集枠数を超えるときは、次に掲げる順位により広告に掲載する者を決定する。 

(1) 第１順位 市内に本社又は本店を有する事業者の広告 

(2) 第２順位 市内に支店、営業所等を有する事業者の広告 

(3) 第３順位 前２号の規定に当てはまらない広告 

２ 前項の規定によっても広告掲載を希望する者の数が募集枠数を超えるときは、先

着順により決定する。 

 （広告掲載料） 

第９条 ガイドブックへの広告の掲載料（以下「広告掲載料」という。）は、１枠１０,

０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、広告掲載の決定通知を受けた者

（以下「広告主」という。）は、会長が指定する期日までに納付するものとする。 
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 （広告主の義務等） 

第１０条 広告主は、会長が指定する方法により作成した広告原稿を、会長が指定す

る期日までに会長に提出しなければならない。 

２ 広告主は、広告原稿を自己の負担で作成し、広告内容に関する一切の責任を負う

ものとする。 

３ 広告主は、広告内容の差し替えを行うときは、田原市公共交通ガイドブック広告

申込内容変更届（様式第３号）により、ガイドブックの発行日の３０日前までに会

長に届け出なければならない。ただし、会長が特別な理由があると認めるときは、

この限りでない。 

 （広告内容の変更） 

第１１条 会長は、広告の内容、デザイン等が法令等に違反しているとき、若しくは

そのおそれがあるとき、又は要綱若しくは掲載基準に抵触していると判断したとき

は、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。 

 （広告掲載の取消し） 

第１２条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消

すことができる。 

(1) 指定期日までに広告掲載料を納付しないとき又は納付する見込みがないとき。 

(2) 指定期日までに広告原稿の提出がないとき。 

(3) 広告主から広告掲載の取下げの申出があったとき。 

(4) その他会長が広告掲載を適切でないと判断したとき。 

２ 会長は、前項の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、田原市公共交通

ガイドブック広告掲載取消通知書（様式第４号）により当該広告掲載の決定を取り

消された者に通知するものとする。 

 （広告掲載の取下げ） 

第１３条 広告主は、校了前に限り、自己の都合によりガイドブックへの広告掲載を

取り下げることができる。 

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、田原市公共交通ガイ

ドブック広告掲載取下届（様式第５号）により、会長に申し出なければならない。 

 （広告掲載料の還付） 

第１４条 広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない事由により

広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料は、当該広告の掲載を取り消した

号以降の納付済額に相当する額とする。この場合において、還付する広告掲載料に

利子は付さないものとする。 

３ 広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、田原市公共交通ガイドブック広告

掲載料還付請求書（様式第６号）を会長に提出しなければならない。 

 （その他） 

第１５条 この要領に定めのないことに関しては、要綱の例によるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、田原市公共交通ガイドブックへの広告掲載について

必要な事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 この要領は、令和４年３月２５日から施行する。 



３ 

様式第１号（第７条関係） 

田原市公共交通ガイドブック広告掲載申込書 

  年  月  日 

 田原市地域公共交通会議会長 殿 

申込者 所在地 

名称 

    代表者氏名           

    電話番号 

 田原市公共交通ガイドブック広告掲載要領第７条の規定により、下記のとおり申し

込みます。 

記 

１ 掲載希望      年  月版 

２ 広告の内容   

３ 連絡先等   (1) 担当部署： 

         (2) 担当者氏名： 

         (3) 電話番号： 

         (4) Ｆax： 

         (5) Ｅ-Mail： 

４ 提出書類   (1) 会社案内等（会社の概要がわかるもの） 

         (2) 広告原稿案（内容、デザインがわかるもの） 

         (3) その他市長が必要と認める書類 

（注）広告掲載の期間が満了した後、引き続いて同じ内容の広告掲 

載を申込む場合は、(2)の書類は必要ありません。 

（同意事項） 

・田原市広告取扱要綱第８条第２項の規定に該当する事実はありません。 

・田原市広告取扱要綱、田原市広告掲載基準、田原市公共交通ガイドブック広告掲

載要領、田原市公共交通ガイドブック広告募集要項の規定を順守します。 



４ 

様式第２号（第８条関係） 

田原市公共交通ガイドブック広告掲載・不掲載決定通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

田原市地域公共交通会議会長 

    年  月  日付けで申し込みのあった「田原市公共交通ガイドブック」へ

の広告掲載の可否について、下記のとおり審査結果を通知します。 

記 

１ 広告掲載の可否  可・否 

２ 可の場合は今後の手続 

  ※掲載料納入及び原稿提出の期限等 

３ 否の場合はその理由 



５ 

様式第３号（第１０条関係） 

田原市公共交通ガイドブック広告申込内容変更届 

年  月  日 

 田原市地域公共交通会議会長 殿 

申込者 所在地 

名称 

    代表者氏名           

    電話番号 

 「田原市公共交通ガイドブック」への広告掲載について、下記のとおり変更したい

ので届け出ます。 

記 

１ 変更年月日 

２ 変更項目 

３ 変更内容 



６ 

様式第４号（第１２条関係） 

田原市公共交通ガイドブック広告掲載取消通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

田原市地域公共交通会議会長 

   年  月  日付けで決定した「田原市公共交通ガイドブック」への広告掲

載について、下記のとおり取り消します。 

記 

１ 取消年月日 

２ 取消しの理由 



７ 

様式第５号（第１３条関係） 

田原市公共交通ガイドブック広告掲載取下届 

年  月  日 

 田原市地域公共交通会議会長 殿 

申込者 所在地 

名称 

    代表者氏名           

    電話番号 

 「田原市公共交通ガイドブック」への広告掲載について、下記のとおり取り下げた

いので届け出ます。 

記 

１ 取下版      年  月版 

２ 取下げの理由 



８ 

様式第６号（第１４条関係） 

年  月  日 

 田原市地域公共交通会議会長 殿 

所在地 

名称 

    代表者氏名           

    電話番号 

田原市公共交通ガイドブック広告掲載料還付請求書 

 「田原市公共交通ガイドブック」への広告掲載料について、下記のとおり還付して

ください。 

記 

１ 還付請求する期間   年  月 ～  年  月 

２ 請求金額                    円 

３ 振込金融機関 

金融機関名  

銀行 

信用金庫 

信用組合 

農業協同組合

本店 

支店 

支所 

店 

預金種目 １ 普通    ２ 当座 

口座番号  

口座名義人  

※口座名義人は請求者本人とする。 


